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                                （西暦 2023年 1月 10日施行） 
（下線部分変更箇所） 

改正前 改定後 

【業務規程】 
（債務者から双方請求をする場合の取扱） 

第２６条 

２   前条第2項の通知を受けた電子記録権利者は、電子記録の日から起算して5銀行営業日 

  を経過する日まで、当会社に対し、当該電子記録を削除する旨の変更記録の請求をすること

ができる。この場合において、電子記録権利者は、自己の変更記録の請求に併せて当該変更

記録の対象となる電子記録の電子記録義務者の請求をしなければならない。 

 

 

（分割記録） 

第３６条 

４  利用者は、次に掲げる事項を内容とする分割記録の請求をすることができない。 

一 業務規程細則で定める範囲外の金額を前項第 3 号の金額とする旨 

二 その他業務規程細則で定める事項 

 

【業務規程細則】 
第５章 電子記録の請求および記録に関する事項 

（発生記録の請求の方法等） 

第１７条 

７  規程第 30 条第 2 項第 7 号に規定する範囲は、1 万円以上 100 億円未満とする。 

８  規程第30条第2項第2号に規定する期間は、当該請求の日（規程第30条第1項第9号に掲げ

る電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日）から起算して7銀行営業日を経

過した日から10年後の応当日までの日とする。 

 

 

（譲渡記録の請求の方法等） 

第１９条 

３  当会社は、次の期間は、譲渡記録の請求を受け付けない。 

一 支払期日の6銀行営業日前から、支払期日から起算して3銀行営業日を経過する日まで

の間 

 

二 規程第 50 条第 4 項で規定する異議申立の効力が生じた時から異議申立の手続が終了

するまでの間 

５  規程第31条第1項第7号に掲げる年月日は、請求の日から1か月を経過する日までの日（支

払期日の6銀行営業日前以後を除く。）でなければならない。 

 

【業務規程】 
（債務者から双方請求をする場合の取扱） 

第 26 条 

２   前条第2項の通知を受けた電子記録権利者は、電子記録の日から起算して5銀行営業日

を経過する日（電子記録の日から起算して当該電子記録がされることとなる債権記録の支払

期日の3銀行営業日前の日までの期間が4銀行営業日以内の場合には、当該支払期日の 

3銀行営業日前の日）まで、当会社に対し、当該電子記録を削除する旨の変更記録の請求を

することができる。この場合において、電子記録権利者は、自己の変更記録の請求に併せて

当該変更記録の対象となる電子記録の電子記録義務者の請求をしなければならない。 

（分割記録） 

第３６条 

４  利用者は、次に掲げる分割記録の請求をすることができない。 

一 業務規程細則で定める範囲外の金額を前項第 3 号の金額とする分割記録 

二 その他業務規程細則で定める分割記録 

 

【業務規程細則】 
第５章 電子記録の請求および記録に関する事項 

（発生記録の請求の方法等） 

第１７条 

７  規程第 30 条第 2 項第 7 号に規定する範囲は、1 円以上 100 億円未満とする。 

８  規程第30条第2項第2号に規定する期間は、当該請求の日（規程第30条第1項第9号に掲

げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日）から起算して7銀行営業日

（発生記録の請求を規程第26条に定める方式によりする場合で、当会社が当該発生記録の

電子記録義務者の窓口金融機関に対し認めた場合には、3銀行営業日）を経過した日から 

10年後の応当日までの日とする。 

（譲渡記録の請求の方法等） 

第１９条 

３  当会社は、次の期間は、譲渡記録の請求を受け付けない。 

一 支払期日の6銀行営業日(当会社が譲渡記録の電子記録義務者の窓口金融機関に対

し認めた場合には、2銀行営業日)前から、支払期日から起算して3銀行営業日を経過す

る日までの間 

二 規程第 50 条第 4 項で規定する異議申立の効力が生じた時から異議申立の手続が終

了するまでの間 

５  規程第31条第1項第7号に掲げる年月日は、請求の日から1か月を経過する日までの日

（支払期日の6銀行営業日(当会社が譲渡記録の電子記録義務者の窓口金融機関に対し認

めた場合には、2銀行営業日)前以後を除く。）でなければならない。 
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（保証記録の請求の方法等） 

第２７条 

３  当会社は、次の期間は、保証記録の請求を受け付けない。 

一 支払期日の6銀行営業日前の日から支払期日から起算して3銀行営業日を経過する日ま

での間 

 

二 規程第50条第4項で規定する異議申立の効力が生じた時から異議申立の手続が終了す

るまでの間 

（分割記録の請求の方法等） 

第２９条 

２  当会社は、次の期間は、分割記録の請求を受け付けない。 

一 支払期日の6銀行営業日前の日以後 

 

二 支払等記録がされた日以後 

５  規程第36条第4項第2号に規定する事項は、規程第36条第3項第3号に掲げる金額を原債

権記録の債権金額以上の金額とする旨とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保証記録の請求の方法等） 

第２７条 

３  当会社は、次の期間は、保証記録の請求を受け付けない。 

一 支払期日の6銀行営業日(譲渡保証記録については当会社が当該譲渡保証記録の電

子記録義務者の窓口金融機関に対し認めた場合には、2銀行営業日)前の日から支払

期日から起算して3銀行営業日を経過する日までの間 

二 規程第50条第4項で規定する異議申立の効力が生じた時から異議申立の手続が終了

するまでの間 

（分割記録の請求の方法等） 

第２９条 

２  当会社は、次の期間は、分割記録の請求を受け付けない。 

一 支払期日の6銀行営業日(当会社が分割債権記録に債権者として記録される利用者の

窓口金融機関に対し認めた場合には、2銀行営業日)前の日以後 

二 支払等記録がされた日以後 

５  規程第36条第4項第2号に規定する分割記録は、次に掲げる記録とする。  

一 規程第36条第3項第3号に掲げる金額を原債権記録の債権金額以上の金額とする分割

記録 

二 発生記録により発生する電子記録債権の債権記録および当該電子記録債権に起因す

る分割債権記録の合計数が100万を超えることとなる分割記録 

 

 


